
自然災害等における対応について

自然災害等から児童の安全確保を行うために、本校では下記のように対応していき
ますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

記

１ 登校について

大雨の場合①

広島市に「大雨警報」「洪水警報」のいずれか一つでも発令されている場合

午前７時の時点……自宅待機

◎ 対応については近隣の学校と相談の上、その結果を学校連絡メールを通じて
各家庭へ を送信します （午前７時発）『登校・臨時休業等』 。

なお、学校連絡メールに登録されていない家庭には、地域の担当の方から
電話等で連絡していただきます。

（電話連絡の場合、一斉に連絡をすることができませんので、連絡が遅くなる
場合があります。その際は、登校班から情報をいただくか、学校に問い合わ
せをしてください ）。

※ 警報の有無にかかわらず、雨が激しく川の増水などにより安全が確保できない
場合は、登校を見合わせてください。その際には、学校へ連絡をしてください。

台風の場合②

広島市に「暴風警報」「大雨警報」「洪水警報」のいずれか一つでも発令されている場合

午前６時の時点……自宅待機

午前７時の時点……臨時休業（休校）

2 下校について

○ 急な状況変化で、授業を切り上げて早めに帰す場合は、教師の指導による集団下校を
行います。

、 、○ 学校まで保護者の方に迎えに来ていただく方が 児童にとって安全と判断した場合は
学校連絡メール等を通じて各家庭にお知らせします。

３ お願い

○ 非常災害時に、保護者の方が留守の場合が予想されます。日頃から児童が保護者の方
と連絡がとれるよう、連絡先や避難先等を話し合っておいてください。

○ 臨時休業の日の給食費につきましては、給食物資を返却できませんので、徴収させて
いただきます。

、 、 。○ 集団下校後や臨時休業の時は 危険ですから 外出をひかえるようお願いいたします


